
 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境まちづくり総務課・財産管理係 

個人情報ファイルの名称 境界確定申請整理簿 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

個人情報ファイルの利用目的 道路と民有地との土地や道路区域の境界確定を行うため 

記録項目 

１申請地（所有する土地の地番）、２申請者（氏名）、３実務取扱者

（氏名） 

記録範囲 土地や道路区域の境界確定申請を提出した者 

記録情報の収集方法 本人による申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境まちづくり総務課・財産管理係 

個人情報ファイルの名称 土地所有者一覧表 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

個人情報ファイルの利用目的 地籍調査事業の実施のため 

記録項目 

１所有する土地情報（所有する土地の地番・地目・地積）、２所有者

（氏名）、３登記住所 

記録範囲 地籍調査実施地区の土地所有者 

記録情報の収集方法 法務局備え付けの土地登記簿による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】環境まちづくり総務課・交通対策・監察係 

個人情報ファイルの名称 年間登録制自転車駐車場申請データ簿 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する

条例に基づく年間登録制自転車駐車場申請受付・登録決定・手数

料納入事務を行うため 

記録項目 

１申請番号、２登録番号、３申請者郵便番号、４住所、５氏名、６連

絡先、７防犯登録番号（自転車）、８標識番号（原付）、９手数料金

額、１０障害者情報、１１生活保護者情報 

記録範囲 年間登録制自転車駐車場申請者 

記録情報の収集方法 申請書、添付書類（区民、高校生以下、障害者、生活保護者） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】環境まちづくり総務課・交通対策・監察係 

個人情報ファイルの名称 放置自転車撤去システム 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する

条例に基づく撤去自転車等の保管管理及び所有者への通知・車

両返還を行うため 

記録項目 

１整理番号、２保管所名、３撤去元､４撤去元詳細、５保管番号、６

氏名､７住所､８郵便番号、９電話番号、10 車体(台)番号、11 防犯

登録番号、12 標識番号盗難被害日､13 受理番号、14 受取人氏

名､15受取人住所､16受取人郵便番号、17その他備考 

記録範囲 撤去された自転車者等の所有者、使用者、返還を求めた者 

記録情報の収集方法 
本人、警察、車体（台）番号・防犯登録番号は撤去時に車体から直

接収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 都道府県警察 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境政策課・公害指導係 

個人情報ファイルの名称 公害総合システム 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 

騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例、建築物解体工事計画の事前周知要

綱に基づく届出書の管理、及び苦情処理事務に利用するため 

記録項目 

１届出書情報（氏名、住所、電話番号）２苦情処理情報（氏名、住

所、性別、電話番号、メールアドレス） 

記録範囲 
上記法令等に基づく届出書に記載の者、苦情申立者及び対象現

場担当者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境政策課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境政策課・公害指導係 

個人情報ファイルの名称 石綿事前調査結果報告システム 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果報告の管理事務に利

用するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 
工事発注者、元請事業者、事前調査を実施した者、分析調査を実

施した者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部環境政策課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築指導課・建築事務係 

個人情報ファイルの名称 建築行政共用 DBシステム 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法ほか関連法令に基づく建築指導事務遂行のため 

記録項目 

1 建築主、申請者、設置者及び築造主情報(個人：氏名フリガナ、

郵便番号、住所、電話番号 法人：電話番号) 

2 定期報告(所有者及び管理者)情報(個人：氏名フリガナ、氏名、

郵便番号、住所、電話番号 法人：電話番号) 

記録範囲 

台帳登録閲覧システム 

：各種申請における申請者 

建築士・事務所登録閲覧システム 

：全国の建築士名簿・建築士事務所登録簿に登録されるもの 

建築行政地図情報システム 

：台帳登録閲覧システムに登録されるもの 

記録情報の収集方法 

台帳登録閲覧システム 

：建築主または代理人による申請 

建築士・事務所登録閲覧システム 

：全国の建築士名簿・建築士事務所登録簿から収録 

建築行政地図情報システム 

：台帳登録閲覧システムからの収録、確認申請時の書類から位置

情報の入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 台帳記載事項証明書発行申請者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部建築指導課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

各記録項目の内容については以下の法令に基づき訂正すること

ができる。 

千代田区建築基準法施行細則第３条第１項 

：建築主、設置者又は築造主 

千代田区建築基準法施行細則第３条第２項 

：工事監理者 

千代田区建築基準法施行細則第３条第３項 

：工事施工者 

建築基準法施行規則第３条第２項 

：建築基準法第６条第１項に定める軽微な変更 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A


 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

  



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築指導課・建築事務係 

個人情報ファイルの名称 建築計画概要書 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法に基づく建築審査事務のため 

記録項目 

1 申請者、建築主及び築造主情報(個人:氏名フリガナ、氏名、郵

便番号、住所、電話番号 法人：電話番号) 

記録範囲 確認申請、検査申請等における申請者、建築主及び築造主 

記録情報の収集方法 
建築主または代理人による申請 

指定確認検査機関からの報告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 台帳記載事項証明書発行申請者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部建築指導課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

各記録項目の内容については以下の法令に基づき訂正すること

ができる。 

千代田区建築基準法施行細則第３条第１項 

：建築主 

千代田区建築基準法施行細則第３条第２項 

：工事監理者 

千代田区建築基準法施行細則第３条第３項 

：工事施工者 

建築基準法施行規則第３条第２項 

：建築基準法第６条第１項に定める軽微な変更 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H340902100009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5050324&ichikey=h%3AhL10%3A%3A%3A2%3A3.0.0.0-0.0-0.0.0-0-0-0-0%3A1%3A


 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

  



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築指導課・建築事務係 

個人情報ファイルの名称 建築台帳 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法に基づく建築審査事務のため 

記録項目 

１建築主氏名、２建築主住所、３敷地地名地番、４用途地域防火地

域、５用途、６工事種別、７申請規模、８規模、９構造、10 許可・認

定、11 確認年月日・番号、12 受理後の経過、13 適判・合議の経

過、14 備考、15 区分、16 検査、17 申請年月日、18 証書交付年

月日・証書番号 

記録範囲 各種申請における申請者 

記録情報の収集方法 建築主または代理人による申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 台帳記載事項証明書発行申請者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部建築指導課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

各記録項目の内容については以下法令に基づき訂正することが

できる。 

千代田区建築基準法施行細則第３条第１項 

：建築主、設置者又は築造主 

建築基準法施行規則第３条第２項 

：建築基準法第６条第１項に定める軽微な変更 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築指導課・建築事務係 

個人情報ファイルの名称 建築計画概要書写し・台帳記載事項証明書交付申請書 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
千代田区情報公開条例に基づく交付物の発行、千代田区建築基

準法施行細則に基づく概要書等の閲覧のため 

記録項目 

１法人名、２氏名、３所在地、４電話、５領収書宛名 

記録範囲 
建築計画概要書写し・台帳記載事項証明書交付申請書を提出し

た者 

記録情報の収集方法 申請者による申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部建築指導課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H413901010002&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5050324


 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】千代田清掃事務所・作業係 

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ受付収集システムファイル 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部千代田清掃事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく区民からの粗大

ごみ排出申告情報を管理し、ごみの収集計画等を行うため 

記録項目 

１受付日、２受付番号、３申告者情報（氏名、電話番号、住所）、４排

出場所、５収集情報（収集予定日、収集完了日）、６手数料減免情

報（減免有りの場合、減免事由と減免率）、７収集品目情報（品目

名、手数料額、容積ポイント） 

記録範囲 申告者本人 

記録情報の収集方法 

以下のいずれかの方法による 

①粗大ごみ受付専用のＷｅｂ・チャットポットまたは粗大ごみ受付

センターへの電話により本人が申告した内容につき、専用の電算

システムを通じたオンライン収集 

②千代田清掃事務所への本人からの直接申告による収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 
株式会社ＮＴＴネクシア（受付業務委託先）の粗大ごみ受付センタ

ーとの情報共有のみ 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部 千代田清掃事務所 

（所在地）〒101-0021 千代田区外神田一丁目１番６号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】景観・都市計画課・景観指導係/都市計画係 

個人情報ファイルの名称 景観・地区計画受理簿 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部景観・都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

景観法及び千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等に関する

事務並びに都市計画法に基づく地区計画の区域内における届出

に関する事務のため 

記録項目 

１届出者の氏名、２代理人の氏名、３届出者の住所、４行為の場所 

記録範囲 届出者本人、代理人(設計者) 

記録情報の収集方法 本人(代理人)からの届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住宅課・住宅管理係 

個人情報ファイルの名称 総合住民サービスシステム（住宅管理） 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
環境まちづくり部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 
千代田区営住宅条例、千代田区民住宅条例、千代田区立仮住宅

の目的外使用に関する事務取扱要領等による入居者管理のため 

記録項目 

１入居者情報（氏名、住所、性別、電話番号、生年月日、住民コー

ド、世帯情報、世帯コード、勤務先）、２緊急連絡先、３住宅使用料

額、４共益費額、５納付額、６連帯保証人、７保証金、８口座情報 

記録範囲 
区営住宅、区民住宅、仮住宅に居住している者（退去者含む）、区

民住宅等附帯駐車施設の契約者 

記録情報の収集方法 入居者本人、住民基本台帳（宛名管理）システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区環境まちづくり部住宅課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H409901010022&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5050324
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H406901010026&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5050324
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H415906330436_001&no=2&totalCount=2&jbnJiten=5050324
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H415906330436_001&no=2&totalCount=2&jbnJiten=5050324

